
  

湖北地域消防組合告示 第２号 

 

令和８年第１回湖北地域消防組合議会定例会において議決された令和８年度湖北地域消

防組合一般会計予算を地方自治法第２１９条第２項の規定によりこれを公表する。 

 

令和８年２月５日 

 

                    湖北地域消防組合管理者  角田 航也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

議案第１号  

 

令和８年度湖北地域消防組合一般会計予算 

 

令和８年度湖北地域消防組合一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７３７，７８１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第２１４条の規定により債務を負担する

ことができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第２３０条第１項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、７５，３００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用と定める。 

 

 

令和８年２月３日提出 

 

湖北地域消防組合管理者 角田 航也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

第１表 歳入歳出予算 
 

  歳 入  
                （単位：千円） 

款 項 金    額 

１．分担金及び負担金   2,610,122 

１．負担金 2,610,122 

２．使用料及び手数料   3,000 

１．手数料 3,000 

３．国庫支出金   15,081 

１．国庫補助金 15,081 

５．財産収入   900 

１．財産運用収入 900 

６．繰入金   35,183 

１．基金繰入金 35,183 

７．繰越金   3,000 

１．繰越金 3,000 

８．諸収入   10,330 

１．組合預金利子 400 

２．雑 入 9,930 

９．組合債   60,165 

１．組合債 60,165 

歳   入   合   計 2,737,781 

      

  歳 出 
 

                （単位：千円） 

款 項 金    額 

１．議会費   1,911 

１．議会費 1,911 

２．総務費   10,489 

１．総務管理費 10,489 

３．消防費   2,611,009 

１．常備消防費 2,486,009 

２．消防施設費 125,000 

４．公債費   112,372 

１．公債費 112,372 

６．予備費   2,000 

１．予備費 2,000 

歳   出   合   計 2,737,781 



  

第２表 債務負担行為 

事   項 期   間 限 度 額 

湖北地域消防本部 

伊香消防署庁舎整備事業 

（建築設計） 

令和８年度から令和９年度まで   ５５，０００千円 

 

 

第３表 地方債 

 

 

 

 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

消防施設 

整備事業債 

千円 

６０，１６５ 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

４．５％以内 

 

（ただし、政府 

資金及び地方公 

共団体金融機構 

資金について、 

利率の見直しを 

行った後におい 

ては、当該見直 

し後の率） 

 

政府資金及び滋賀県市 

町振興資金貸付金につい 

ては、その融資条件によ 

り、銀行その他の場合に 

は、その債権者と協定す 

るものによる。 

ただし、消防組合財政 

の都合により、据置期間 

及び償還期限を短縮し、 

又は、繰上償還若しくは 

低利に借換えすることが 

できる。 


